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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

日本モーターグライダークラブ所属スポルタビア式ＲＦ５Ｂ型ＪＡ２１９７（動力 

滑空機）は、平成２年３月１６日１４時０５分ごろ、茨城県稲敷郡河内村の大利根場 

外離着陸場において、操縦訓練のため離陸滑走時、滑走路から逸脱して機体を損傷し 

た。

同機には、操縦練習生のみが搭乗していたが、死傷はなかった。

同機は、中破したが、火災は発生しなかった。

１．２　航空事故調査の概要

1.2.1　事故の通知及び調査組織

航空事故調査委員会は、平成２年３月１６日、運輸大臣から事故発生の通報を受 

け、当該事故の調査を担当する主管調査官を指名した。



1.2.2　調査の実施時期

平成２年３月１７日 現場調査

1.2.3　原因関係者からの意見聴取 

意見聴取を行った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ２１９７は、平成２年３月１６日、茨城県稲敷郡河内村の大利根場外離着陸場 

（以下「大利根飛行場」という。）において操縦練習生（以下「練習生」という。）の単独飛行 

訓練のため、操縦教員及び練習生により飛行前点検が行われ、異常のないことが確認 

された。その後、操縦教員は練習生に対し単独飛行訓練のためのブリーフィングを行 

い、練習生は１０時３０分ごろ大利根飛行場を離陸して１１時５５分に同飛行場に着

陸した。練習生によれば、 この間、機体及びエンジン等に異常はなかったとのことで

あった。

練習生は、１４時００分ごろ再度単独飛行訓練のため、地上走行を行い滑走路２５ 

に向かった。

その後事故に至るまでの状況は、練習生によれば次のとおりであった。

滑走路２５端で操縦系統の点検、風向の確認を行い、エンジン出力を全開とし 

て離陸を開始した。

約９０メートル離陸滑走したところで、右可撓補助脚が接地したので左に操縦 

桿を操作したところ突然機首が５０センチメートル程度浮き上がり右に偏向した。 

その時速度の確認のため速度計を見たところ約５０キロメートル／時であった。

ステアリング・ラダーペダルとコントロール・スティックで方向と姿勢の修正 

を行ったが、機体をコントロールできず左主翼端を滑走路にこすりながら滑走路 

外に逸脱した。

機体が滑走路から逸脱したことから離陸を断念し、 エンジン出力を絞り、 ブ 

レーキ操作を行ったが、滑走路中心線から約２５メートル離れた高さ約５０セン 

チメートルの土手の葦の繁み（葦の高さ約２メートル）に右主翼端が引っ掛かり、



機体はさらに右に偏向し左に横滑りの状態で約５０メートル滑走し、機首を滑走 

路の方向から右に約１２０度偏向した状態で土手に乗り上げ停止した（付図１参 

照）。

機体が停止した時点ではエンジンは止まっており、イグニッション・スイッチ、 

ラジオ・スイッチ及びメイン・スイッチを切って機外に脱出した。

近くにいた目撃者によれば、初めから見ていたわけではないが、機首が上がり失速 

して右に傾いて落ちたように見えたとのことであった。

事故発生時刻は、１４時０５分ごろであった。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷 

なし

２．３　航空機の損壊に関する情報

2.3.1　損壊の程度 

中破

2.3.2　航空機各部の損壊の状況

主脚 折損 

尾輪 折損 

右可撓補助脚 変形 

左翼端 擦過痕

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

なし

２．５　乗組員等に関する情報 

操縦練習生 男性 ２２歳

航空機操縦練習許可書 第新東０１２１号

有効期限 平成２年５月１７日

単独飛行許可年月日（教員による証明事項）

平成元年４月１４日

総飛行時間 ６６時間３１分

単独飛行時間 １６時間１６分（回数２３回）



操縦教員 男性 ３７歳

事業用操縦士技能証明書 第１０００４号 昭和６１年９月２６日

限定事項 滑空機 動力滑空機 昭和６１年９月２６日

上級滑空機 昭和６３年６月３日

操縦教育証明 第６８３号 昭和６０年５月２０日

第一種航空身体検査証明 第１４９１００１７５号

有効期限 平成２年１１月２日

総飛行時間 ２，４５０時間００分

２．６　航空機に関する情報

2.6.1　航空機

型式 スポルタビア式ＲＦ５Ｂ型

製造年月日 昭和５０年１２月８日

製造番号 ５１０６６

耐空証明書 第東１－９０８号

有効期限 平成３年３月４日

総飛行時間 ４，６３５時間１６分

2.6.2　重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は５９０キログラム、重心位置は２．４３０メートルと推 

算され、いずれも許容範囲（最大離陸重量６８０キログラム、事故当時の重量に対 

応する重心範囲２．３３５～２．５３７メートル）内にあったものと認められる。

2.6.3　燃料及び潤滑油

燃料は航空用ガソリン１００／１３０、潤滑油は１０Ｗ／４０で、いずれも規格品 

であった。

２．７　気象に関する情報

大利根場外離着陸場の南東約１７キロメートルに位置する、新東京航空地方気象台 

の気象観測値は、次のとおりであった。

14時00分 風向変動、風速３ノット、視程１０キロメートル以上、雲量１／８ 

積雲 雲高３，０００フィート、気温１５度Ｃ、露点温度－２度Ｃ、 

ＱＮＨ３０．０１インチ／水銀柱



14時30分 風向１４０度、風速９ノット、視程１０キロメートル以上、雲量１／８ 

積雲 雲高３，５００フィート、気温１４度Ｃ、露点温度０度Ｃ、 

ＱＮＨ３０．０１インチ／水銀柱

また練習生によれば、離陸前の風は、２５０～３００度方向から２～３ノットの微 

風（吹き流しでの確認）であったとのことであった。

２．８　その他必要な事項

同機の飛行規程によれば、離陸滑走距離及び失速速度は次のとおりである。

（１）離陸滑走距離（重量６８０キログラム、海面上、気温１５度Ｃ、無風、

乾燥した草地滑走路の場合）

離陸滑走距離 １９５メートル

離陸速度 ７５キロメートル／時

（２）失速速度（重量６８０キログラムの場合）

脚上げ及びスポイラ・クローズ時 ７０キロメートル／時（アイドリング時）

脚出し及びスポイラ・オープン時 ７５キロメートル／時（アイドリング時）

３　事実を認定した理由

３．１　解析

3.1.1　練習生は、有効な航空機操縦練習許可書を有し、また操縦教員は、適法な航 

空従事者技能証明及び教育証明並びに有効な航空身体検査証明を有していた。

3.1.2　ＪＡ２１９７は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が行われてい 

た。

3.1.3　同機の調査結果及び練習生の口述から、同機は事故発生まで異常はなかった 

ものと認められる。

3.1.4　練習生は、約９０メートル滑走したところで、右可撓補助脚が接地したので 

左に操縦桿を操作したところ突然機首が浮き上がったと述べている。調査の結果、



事故当時の風は静穏に近い状態で突風があったという状況は認められず、また、滑 

走路表面も良好であったことから、練習生が左に操縦桿を操作した際、無意識のう 

ちに併せて引く操作を行ったため、機首が浮き上がったものと考えられる。

3.1.5　練習生が機首が浮き上がり右に偏向したと述べていること、また、目撃者が 

機首が上がり失速して右に傾いて落ちたと述べていることから、機首が浮上がった 

後の修正操作が遅れたため迎角が過大となって失速したか、又は、不適切な操作を 

行ったため右主翼が下がって右可撓補助脚から接地して右に大きく偏向したものと 

考えられる。

3.1.6　同機は接地して右に大きく偏向した後左横滑りを生じて、左可撓補助脚が撓 

み、左主翼端をこすりながら滑走路から逸脱した。このため練習生は離陸を断念し 

てエンジンを絞りブレーキ操作を行ったが、着陸帯外側の土手の葦の繁みに右主翼 

端が接触し、機首が更に偏向し横滑りの状態で約５０メートル滑走し、この間に主 

脚、尾輪等を損傷して土手に乗り上げた状態で停止したものと推定される。

４　原因

本事故は、同機が離陸滑走中に右可撓補助脚が接地した後の修正操作が不適切で 

あったことによるものと推定される。
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付図２　スポルタビア式ＲＦ５Ｂ型三面図


